
公益社団法人木更津法人会 会費規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益社団法人木更津法人会（以下、「本会」という）の定款第１１条の規定に基づき、

会費に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（会費の種類） 

第２条 会員は毎事業年度、会費を納入しなければならない。 

年額会費（月額会費×１２ケ月）は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 

    

（１）正会員は資本金額により次のとおりとする。  

資本金  ３００万円以下                 年額会費 ８，４００円 

資本金  ３００万円超     ５００万円未満          ９，６００円 

資本金  ５００万円以上  １，０００万円未満         １０，８００円           

資本金１，０００万円                      １３，２００円 

資本金１，０００万円超   ２，０００万円未満         １４，４００円 

資本金２，０００万円以上  ３，０００万円未満         １６，８００円 

資本金３，０００万円以上                     ２２，８００円 

郵便局株式会社                           １２，０００円 

宗教法人 学校法人 公益法人等                    ６，０００円 

代表者が同一の複数加入の法人                     １，２００円 

 

（２）準会員  

複数の支店・事業所を有する法人                   １２，０００円 

 

（３）賛助会員 

                                      １２，０００円 

（会費の使途） 

第３条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の２０％以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 

 

（会費の滞納）  

第４条 正当な理由がなく会費を３年分以上滞納したときは、理事会の所定の手続きにより退会させること

ができる。 

 

 

（会費の納入方法） 

第５条 毎年度４月１日現在、当会の会員に所属している場合には、会員はその事業年度分の会費を、本会

所定の方法により納付しなければならない。 



 （１）口座振替 

毎年、６月に届出の金融機関の口座より口座振替により納付する。 

（２）振込納付 

毎年、６月に会員宛に送付する振込み依頼書により、金融機関からの振込みにより納付する。 

（３）その他 

    直接事務局に持参するなど、会費請求期限までに納付する。 

 

（中途入会の会費） 

第６条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、原則的に入会の日の属する月の翌月

から年度末までの月数による。 

 

（改廃） 

第７条 この規程を改廃する場合は、総会の決議を経て行うものとする。 

 

 

 

 

附  則 

１．この規定は、本会が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び、公益社団法及び 

  公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、第４４ 

          条の公益認定を受け移行の登記をした日から適用する。（平成２５年４月１日） 

 

 

 ２．代表者が同一の複数の法人の場合、資本金の大きな法人を主たる正会員とし、その他の法人を従たる 

   正会員とし、会費を規程する。 


